
中核⼈材養成プログラム運営業務仕様書 
 
１ 業務名 

 中核⼈材養成プログラム運営業務 
 
２ 事業の⽬的 
  中⼩企業が持続的成⻑や組織⼒の維持・強化を果たすための中核を担う⼈材（以下、中核⼈材）を育

成するため、現在マネジメント層（30 代前後）として、従事している⼈材を対象に、必要なマインド
やスキルを習得するための研修プログラムを実施することで将来的にさらなる上位層での活躍を促す。 

 
３ 業務の内容 

（１）事務局運営業務 
中核⼈材養成プログラム（以下、「本プログラム」とする。）業務にかかる運営において事務局

を⾏うこと。 
（２）参加者募集、プログラム企画等 

①参加者募集・選定 
・⾃社の新規プロジェクトの企画・実⾏や既存プロジェクトのブラッシュアップ等の企業のニ

ーズに応じた具体的なプロジェクトを担当している⼜は担当する予定の参加者を広く募集
し、確保すること。なお、プロジェクトは組織横断的であるとなおよい。 

・定員を 10 社 10 名に設定すること。 
・申し込みにあたっては、受講対象者本⼈の意志だけではなく、必ず経営者（上⻑にあたる者）

からのプログラムへの参加及びプロジェクトの承認（法⼈としての意思決定）を求めるもの
とする。また、少なくとも応募時、終了時の最低 2 回以上、経営者（上⻑）との⾯談を設定
することを条件とする。 

・企業の選定にあたっては、プロジェクトの内容や全体のバランス等を考慮し、発注者と協議
の上決定すること。 

②プログラムの企画 
事業効果を⾼めるために、以下の「コーチング」「先進企業内研修」「参加者同⼠の交流」3

つの基本要素を組み合わせたプログラムを企画すること。なお、企画段階で事業の成果指標を
明⽰すること。 

ア)コーチング 
・プロジェクトの遂⾏にあたり、進捗管理や実⾏に伴う助⾔等を主な⽬的としたものとす

ること。なお、必要に応じて経営者（上⻑）等との⾯談の機会を設けること。 
※助⾔にあたってはオンラインのみは不可とする。 

・⾃社の新規プロジェクトの企画・実⾏や既存プロジェクトのブラッシュアップ等の体験・
経験を通じ、企業への貢献実感を⾼めるとともに、⼀⼈ひとりのモチベーション・エン
ゲージメント・パフォーマンス等を向上させること。 

・参加者の能⼒やプロジェクトの進捗に応じて発注者が企画・運営を⾏っている「座学」
（別紙１）を 3 つ程度、受講させること。ただし、受注者が提案することを妨げるもので



はない。 
イ)先進企業内研修 

宮城県外の先進企業等の企業⾵⼟やそこで働く⼈材の業務に打ち込む姿勢に刺激を受ける
ことで参加者の成⻑型マインドセット※の醸成やスキル向上を図ることを主な⽬的とした
ものとすること。 
※成⻑型マインドセット・・・⾃分の能⼒や可能性は努⼒によって伸ばすことができると

いう考え⽅ 
ウ)参加者同⼠の交流 

本プログラム参加者同⼠の交流を促し、参加者同⼠の横のつながりを構築することで共通
の⽬標に取り組む仲間意識の醸成やモチベーションの向上を図ること。 

（３）プログラム運営 
①本プログラムの期間はおよそ 6 か⽉間を⽬安にし、２⽉末⽇までに完了すること。 
②参加者のプロジェクトの進捗確認も踏まえた成果発表会を開催すること。 
③本プログラムの運営において会場確保の必要がある場合は、発注者との協議の上、決定するこ

と。 
（４）報告書作成 

本事業の実施にかかる報告書を作成すること。なお、下記事項を盛り込むこと。 
・プログラムの概要 
・参加者情報 
・参加者、企業へのアンケート（満⾜度）調査結果 
・事業効果（参加者、企業の⾏動変容） 
・次年度に向けた改善提案 
・実績報告書及び関連資料⼀式を紙及び電⼦ファイルにより発注者に提出すること。 

（５）情報発信 
①募集開始時、プログラム開始時、成果発表会時に必要に応じてプレスリリースを⾏うこと。募

集開始時のプレスリリースは必須とする。 
②参加者へのインタビューや事業成果（組織改善事例等）を次年度⽤広報⽤コンテンツとして発

信、または収集すること。 
（６）その他 

①事業全般において、発注者と定期的に会議を設け、意思の疎通を図ること。 
②受注者は、打ち合わせの内容を記録し、発注者へ提出すること。 

 
4 著作権等 

（１）本業務に基づいて制作された成果物の著作権は、仙台市産業振興事業団に帰属する。 
（２）本業務の履⾏にあたっては、第三者の権利を侵害しないよう⼗分留意すること。 
（３）制作過程で⽣じる権利関係、及び第三者の著作権に関する利⽤許諾の処理等については、受注者

の負担において⼀切を⾏うものとし、本業務の遂⾏中及び完了後、仙台市産業振興事業団におい
ていかなる費⽤も発⽣しないようにすること。 

（４）著作権、肖像権に関する紛争が⽣じた場合は、受注者の責任において対応するものとし、仙台市



産業振興事業団はその責任を負わない。 
 
5 前⾦払 
  受注者は契約⾦額の 10 分の 3 以内の前払⾦の⽀払い、もしくは区分払いを発注者に請求することが

できる。 
 
6 その他留意事項 

（１）本業務にあたり知り得た情報について、本業務の実施以外の⽬的で使⽤しないこと。 
（２）受注者は、発注者との連絡調整、進捗報告等を⾏い、本業務を遅滞なく遂⾏すること。 
（３）受注者は、本業務の趣旨を⼗分に理解し、発注者及び受注者がより効率的に業務を遂⾏できるよ

う、必要に応じて積極的に業務の改善を提案すること。 
（４）受注者は、本業務に関することについて、発注者が報告を求めた場合は、遅滞なく発注者への報

告を⾏うこと。 
（５）本業務により⽣じた特許権等の知的財産権は、原則として事業団に帰属するものとする。ただ

し、事業団と協定を結ぶことにより、受託者に帰属させることができるものとする。 
（６）受注者は、本業務に係る契約の終了後、他社に業務の引継ぎを⾏う必要が⽣じた場合には、円滑

な引継ぎに努めるものとする。 
（７）仕様書に定めのない事項は発注者及び受注者の協議により定める。 



別紙 
中核⼈材養成プログラム運営業務仕様書（別紙） 

 
中核⼈材養成プログラム（以下、「本プログラム」とする。）運営業務に関する、３ 業務の内容（２）

プログラム企画 ②プログラムの企画 ア）コーチング内で定義する発注者が企画・運営を⾏う「座学」
の企画を以下の通り⽰す。 

なお、同企画案は受注者との協議により変更することがある。 
 
1. 座学研修について 

1）研修の⽬的 
  将来の上位マネジメント層への移⾏時に必要なビジネススキルおよび知識の習得を⾏うことで、そ

れを実務との関与を経た活きたものとし、永続的な「学ぶ姿勢・ちから」につながることを⽬的とす
る。 

 
2）研修の詳細 
 ①発注者が指定する課題図書についてレポートを提出させる。 

②発注者が企画するプログラムから３つ以上を選択し受講。座学受講後、同テーマに関するレポート
を提出させる。 

 
 3）座学研修テーマ 
  ①経営（戦略）   
   企業経営に関する基礎。企業、組織が事業を継続・発展させるための基礎知識 
  ②マーケティング 
   商品・サービスを提供、市場ニーズや顧客⾏動の理解、効果的戦略実践のための知識 
  ③財務・会計 
   財務諸表の⾒⽅、企業経営視点からの必要性 
  ④リーダーシップ・組織開発 
   リーダーシップ・フォローワーシップの必要性、それを⽣かす組織論 
  ⑤DX 
   DX の基礎。業務運⽤のヒントと情報戦略の基礎知識 
 
 4）その他 

・いずれも発注者が企画し実施する（講師選定含む）。いずれも集合研修を想定する。 
・実施時期は、令和 7 年 6 ⽉~12 ⽉を想定するが、その他プログラムとの調整によりその限りでは

ない。 
 
2. 補⾜ 

1）実践とのつながり重視 



リーダー育成に重要な要素として、7：2：1 の法則に基づき、7 を仕事の経験、2 を上司や顧客から
の学び、1 を研修や書籍での学びで培うことを想定する。 

2）受講内容の選択制採⽤ 
参加者はスキル、志向、業界等もバラバラで各⾃に必要なものは⼀律ではないとの考えに基づき、全
員が全てを浅く学ぶより、３項⽬を深く学ぶことを重視、学びの有効性に気づきを得ると同時に学ぶ
⼒の醸成を図る。 

 3）講師の選定 
「④リーダーシップ・組織開発」以外は、発注者団体所属のビジネス開発ディレクター、「④リー
ダーシップ・組織開発」は外部機関を想定する。 

4）オープン型の採⽤ 
研修は同受講者以外も参加可能な形式も検討する。外部受講者との接点機会をあえて設け、本プログ
ラムの枠に留まらない繋がりの構築を⽬指す。 


